
四日市市告示第２３６号 

 四日市市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように

定める。 

  令和７年３月３１日 

四日市市長  森  智 広     

 

   四日市市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 四日市市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱（平成２年四日市市告示第７８号）

の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 （給付対象者）  （給付対象者） 

第３条 用具の給付対象者は、本市に住

所を有する者で、別表の対象者欄に掲

げるものとする。 

第３条 用具の給付対象者は、本市に住

所を有する者で、別表第１の対象者欄

に掲げるものとする。 

  

 （申請等）  （申請等） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 所長は、前項の規定による申請を受

理したときは、速やかに調査を行い、

用具の必要性を検討したうえで決定

し、給付の必要性があると認めた者に

は高齢者日常生活用具給付決定通知書

（第２号様式）により通知するととも

に、高齢者日常生活用具給付券（第３

号様式）を交付し、給付の必要がない

と認めた者には高齢者日常生活用具給

付却下通知書（第４号様式）により通

知するものとする。 

２ 所長は、前項の規定による申請を受

理したときは、速やかに調査を行い、

用具の必要性を検討したうえで決定

し、給付の必要性があると認めた者に

は高齢者日常生活用具給付決定通知書

（第２号様式）により通知するととも

に、高齢者日常生活用具給付券（第３

号様式）を交付し、給付の必要がない

と認めた者には却下通知書（第４号様

式）により通知するものとする。 

  

 （給付の実施）  （給付の実施） 



第５条 用具の給付は、高齢者の心身の

状況、住居の状況及び世帯の状況を踏

まえ決定する。 

第５条 給付を行う日常生活用具の種類

及び費用負担区分は、高齢者の心身の

状況、住居の状況及び世帯の状況を踏

まえ決定する。 

  

 （費用負担）  （費用負担） 

第６条 この事業に要する利用者の費用

負担は、無料とする。 

第６条 用具の給付を受けた者又はこの

者の属する世帯の生計中心者は、第３

条第２項に規定する場合のほか、別表

第２の基準により、必要な用具の購入

に要する費用の一部を負担しなければ

ならない。この場合、原則として負担

する額は直接業者に支払わなければな

らない。 

 ２ 市は、用具の購入に要する費用から

用具の給付を受けた者又はこの者の属

する世帯の生計中心者が直接業者に支

払った額を控除した額を負担するもの

とする。 

 

改正後 

別表（第３条関係） 

  種目 対象者 性能 基準額  

 給 付

品目 

火災報知器  心身機能の低下によ

り、出火への配慮が必要

であると市長が認めた

ひとり暮らし高齢者等

であって市民税非課税

世帯に属するもの 

（略）  

 自動消火器 （略）  

 電磁調理器 同上 （略）  



 

 

改正前 

別表第１ 

  種目 対象者 性能 基準額  

 給 付

品目 

火災報知器  ６５歳以上の所得税

非課税でありかつひと

り暮し高齢者等で下記

の条件のいずれかを満

たすもの。 

１  四日市市地域支援

事業実施要綱（平成１

８年四日市市告示第

４６６号）の規定に基

づき二次予防事業対

象者として決定を受

けた者。 

２  介護保険法の規定

に基づく要支援又は

要介護の認定を受け

た者。 

３  寝たきりの状態ま

たは心身機能の低下

により配慮が必要で

あると市長が認めた

者。 

（略）  

 自動消火器 （略）  

 電磁調理器 加齢による心身機能の

低下に伴う出火への配

慮から市長が必要と認

めた高齢者のみの世帯 

（略）  



  

 

改正後 

 

 

改正前 

別表第２ 

 利用者世帯の階層区分 利用者負担年額  

 Ａ 生活保護法による被保護世帯（単給世帯含む。) ０円  

 Ｂ 生計中心者が前年所得税非課税世帯 ０円  

 Ｃ 生計中心者の前年所得税年額が１０，０００円

以下の世帯 

１６，３００円  

 Ⅾ 生計中心者の前年所得税年額が１０，００１円

以上３０，０００円以下の世帯 

２８，４００円  

 Ｅ 生計中心者の前年所得税年額が３０，００１円

以上８０，０００円以下の世帯 

４２，８００円  

 Ｆ 生計中心者の前年所得税年額が８０，００１円

以上１４０，０００円以下の世帯 

５２，４００円  

 Ｇ 生計中心者の前年所得税年額が１４０，００１

円以上２００，０００円以下の世帯 

６０，０００円  

 Ｈ 生計中心者の前年所得税年額が２００，００１

円以上の世帯 

全額  

 

 

 第１号様式から第４号様式までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第４条関係） 

 

四日市市高齢者日常生活用具給付申請書 

                                

      年  月  日 

 

四日市市社会福祉事務所長  

 

高齢者日常生活用具の給付を次のとおり申請します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申 

 請 

 者 

 氏 名  対象者との続柄 

 

 住 所 
 

 電話 

 

 対 

 象 

 者 

 氏 名 

 

男・女  生年月日 Ｔ・Ｓ  ． ． （  歳） 

 住 所  四日市市 電話 

 

  

 給 

 付 

  

  

 用 具 

 

 

 理 由 

 

 

この申請に係る事務を行うため、四日市市社会福祉事務所長が市の保有する対象者に関する個人

情報（住民基本台帳情報、税情報、要介護認定情報、生活保護受給情報、身体障害者情報）を利用

することに同意します。 

 

     年   月   日 

 

                    氏 名（対象者）             印 

                          ※自署の場合は押印を省略できます 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第４条関係）                               

                               第      号 

年  月  日 

 

      様 

 

                  四日市市社会福祉事務所長      

 

 

高齢者日常生活用具給付決定通知書 

 

 

   年 月 日付で申請のあった高齢者日常生活用具の給付ついて、下記のとおり決定したので

通知します。 

 

 

記 

 

 

 

１． 給付用具          

 

２． 個数 

 

３． 取扱業者 

 

４． 費用負担 本人負担額 

        市負担額 

 

       

  

        

    

 

 

 

 

 

 



印 

第３号様式（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

高齢者日常生活用具給付券 

①給付番号  
②給付券発行  

 年月日 
年  月  日 

③対象者氏名  ④生年月日 年  月  日 

⑤対象者住所  

⑥給付用具名 ⑦個数 ⑧価格 ⑨受給者の支払額 

    個      円 円 

 
  

⑩公費負担額 

 
  

円 

⑪納入業者名 
 

⑫納入業者住所 
 

 上記のとおり決定する。 

    年  月  日 

四日市市社会福祉事務所長           

⑬業者の納入した日 ⑭受給者より受領した額 ⑮受領業者名および年月日 

年  月  日  円 
年  月  日 

印 

⑯用具受給者氏名 
                

※自署の場合は押印を省略できます 

⑰検収者 
 

⑱その他 

印 



 第４号様式（第４条関係） 

第      号 

  年  月  日 

 

        様 

 

                   四日市市社会福祉事務所長   

 

 

高齢者日常生活用具給付却下通知書 

 

   年 月 日付で申請のあった高齢者日常生活用具の給付について、下記のとおり却下したので

通知します。 

 

 

   記 

  

 

   理由  

    

 

 

   備考欄     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 （四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正） 

２ 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱（令和３年四日市市告示第

１８２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 

（押印の省略） 

第２条 次の表の左欄に掲げる要綱の規定する手続又は様式のうち、同表の中欄

に掲げる手続又は様式については、当該要綱の規定に関わらず、押印を要しな

いものとする。ただし、同表の右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。 

 要綱名 手続又は様式 備考  

 （略）  

 四日市市緊急通報システム事

業運営要綱（平成元年四日市

市告示第４０号） 

（略）  

 四日市市高齢者生活支援事業

要綱（平成１２年四日市市告

示第１１５号） 

（略）  

 （略）  

 

 

改正前 

（押印の省略） 

第２条 次の表の左欄に掲げる要綱の規定する手続又は様式のうち、同表中欄に

掲げる手続又は様式については、当該要綱の規定に関わらず、押印を要しない

ものとする。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。 

 要綱名 手続又は様式 備考  

 （略）  

 四日市市緊急通報システム事 （略）  



業運営要綱（平成元年四日市

市告示第４０号） 

 四日市市高齢者日常生活用具

給付事業実施要綱（平成２年

四日市市告示第７８号） 

第１号様式及び第３号

様式 

署 名 を し た 場 合 に

限る。 

 

 四日市市高齢者生活支援事業

要綱（平成１２年四日市市告

示第１１５号） 

（略）  

 （略）  

 

 

（健康福祉部高齢福祉課） 

 


